
第１１９号議案 

 

 

町田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年(２０２０年)１１月３０日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

町田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３３年２月町田市条例第１１号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第１７条 略 第１７条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員に対

する前項及び別表第６の規定の適用について

は、同項中「、扶養手当及びこれら」とある

のは「及びこれ」と、同表中「１００分の１

２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１

００分の１０５」とあり、及び「１００分の

９５」とあるのは「１００分の６０」とする。 

３ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員に対

する前項及び別表第６の規定の適用について

は、同項中「、扶養手当及びこれら」とある

のは「及びこれ」と、同表中「１００分の１

３０」とあるのは「１００分の７２．５」と、

「１００分の１１０」とあり、及び「１００

分の１００」とあるのは「１００分の６２．

５」とする。 

４ 任期付職員法第３条第１項の規定により採

用された職員に対する第２項及び別表第６の

規定の適用については、同項中「、扶養手当

及びこれら」とあるのは「及びこれ」と、同

表中「１００分の１２５」とあるのは「１０

０分の１７２．５」とする。 

４ 任期付職員法第３条第１項の規定により採

用された職員に対する第２項及び別表第６の

規定の適用については、同項中「、扶養手当

及びこれら」とあるのは「及びこれ」と、同

表中「１００分の１３０」とあるのは「１０

０分の１７５」とする。 

５ 略 ５ 略 

別表第６（第１７条関係） 別表第６（第１７条関係） 

職員の区分 割合 

６月に支

給する場

合 

１２月に

支給する

場合 

第１７条第１項に

規定する職員のう

ち次に掲げる職員

以外の職員 

１００分

の１２５ 

１００分

の１２５ 

行（１）４級相当

職員 

１００分

の１０５ 

１００分

の１０５ 

行政職給料表（１） １００分 １００分

職員の区分 割合 

６月に支

給する場

合 

１２月に

支給する

場合 

第１７条第１項に

規定する職員のう

ち次に掲げる職員

以外の職員 

１００分

の１３０ 

１００分

の１３０ 

行（１）４級相当

職員 

１００分

の１１０ 

１００分

の１１０ 

行政職給料表（１） １００分 １００分
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の適用を受ける職

員のうちその属す

る職務の級が５級

である職員又は医

療職給料表（１）

の適用を受ける職

員のうちその属す

る職務の級が３級

である職員（以下

これらを「行（１）

５級相当職員」と

いう。） 

の９５ の９５ 

 

の適用を受ける職

員のうちその属す

る職務の級が５級

である職員又は医

療職給料表（１）

の適用を受ける職

員のうちその属す

る職務の級が３級

である職員（以下

これらを「行（１）

５級相当職員」と

いう。） 

の１００ の１００ 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （特例措置） 

２ 令和２年１２月１日を基準日とする期末手当の額の算定に係る職員の区分に応じ

た割合については、この条例による改正後の第１７条第３項及び第４項並びに別表

第６の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める割合とする。 

 職員の区分 割合 

町田市一般職の職員の給与に関す

る条例（以下「条例」という。）

第１７条第１項に規定する職員の

うち次に掲げる職員以外の職員 

１００分の１２０（条例第１７条第３項の規

定の適用を受ける職員にあっては１００分

の６７．５、同条第４項の規定の適用を受け

る職員にあっては１００分の１７０） 

条例第７条第３項第１号に規定す

る行（１）４級相当職員 

１００分の１００（条例第１７条第３項の規

定の適用を受ける職員にあっては、１００分

の５７．５） 
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条例別表第６に規定する行（１）

５級相当職員 

１００分の９０（条例第１７条第３項の規定

の適用を受ける職員にあっては、１００分の

５７．５） 

 （町田市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正） 

３ 町田市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和５７年６月

町田市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 略 第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、退職し、

任期が満了し、又は死亡した日現在）におい

て、会計年度任用職員が受けるべき正規の勤

務時間における勤務に対する報酬の月額に、

給与条例別表第６の第１７条第１項に規定す

る職員のうち次に掲げる職員以外の職員（給

与条例第１７条第３項又は第４項の規定の適

用を受ける職員を除く。）に適用される職員

の区分に応じた割合を乗じて得た額に、規則

で定める在職期間に応じた割合を乗じて得た

額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、退職し、

任期が満了し、又は死亡した日現在）におい

て、会計年度任用職員が受けるべき正規の勤

務時間における勤務に対する報酬の月額に、

給与条例別表第６第１７条第１項に規定する

職員のうち次に掲げる職員以外の職員の項に

定める割合を乗じて得た額に規則で定める在

職期間に応じた割合を乗じて得た額とする。 

 

 

３ 略 ３ 略  
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